※本留意事項は、新規に有料老人ホーム事業を開始する事業者（事前協議が終了した事業者）を対象にしています。
※既に有料老人ホーム事業を実施済で、事後的に届出を行う場合は取扱が異なりますので、川崎市ホームぺージ内「有料老人ホーム届出関係」から、専用の留意事項をダウンロードしてください。
設置届必要書類一覧及び書類作成時の留意事項

1 設置届に係る必要書類一覧表
まずは、必要書類を一覧表から確認してください。
書類が整いましたら、一覧表の順番に並び替えて申請時に御持参ください。

2 チェックリスト

チェックリストにて、書類が整っているか等自己点検をしてください。


1 有料老人ホーム設置届に係る必要書類一覧表
※当該一覧表の順番のとおり書類を整え、御持参ください。

	No
	書　　　類
	様式等

	1
	設置の届出書　
付表
	様式第一号（二）
付表第一号（三）
※市ＨＰに様式あり

	2
	条例、定款その他の基本約款を記載した書類
	設置届添付資料

	3
	建築基準法第６条第１項の確認を受けたことを証する書類
	設置届添付資料

	4
	設置しようとする者の直近の事業年度の決算書
	設置届添付資料

	5
	老人福祉法第２９条第９項に規定する保全措置を講じたことを証する書類
	設置届添付資料

	6
	重要事項説明書（入居契約書及び設置者が入居を希望する者に対し交付して、施設において供与される便宜の内容、費用負担の額その他の入居契約に関する重要な事項を説明することを目的として作成した文書）
	設置届添付資料
※市ＨＰに様式あり

	7
	（重要事項説明書　別添1）事業主体が当該都道府県、指定都市、中核市内で実施する他の介護サービス等
	※市ＨＰに様式あり

	8
	（重要事項説明書　別添2）有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅が提供するサービスの一覧表　
	※市ＨＰに様式あり

	9
	（重要事項説明書　別添3）川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針適合表　
	※市ＨＰに様式あり

	10
	管理（運営）規程
	

	11
	入居契約書
	

	12
	建物現況写真（既存建物転用により、事前協議で提出済みの場合は不要）
	

	13
	建築確認検査済証（既存建物転用により、事前協議で提出済みの場合は不要）
	

	14
	建物登記簿謄本（既存建物転用により、事前協議で提出済みの場合は不要）
	

	15
	返信用封筒
	


※資料は必ずファイルに綴じて提出してください。また、「設置届添付資料等」については、番号を記載したインデックスを付けてください。
※必要書類以外に送付された書類等については、本市側にて廃棄させていただきます。

※申請に係る必要書類を確認した上で、上記の一覧表に掲載されていない書類を提出していただく場合があります。

②　設置届書類チェックリスト
	提出書類

	チェック箇所
	チェック項目
	備考

	設置の届出書【様式第一号（二）】、付表【付表第一号（三）】

	
	□　事前協議書の住所と氏名が一致している。
□　押印は不要です。
□　必要事項を漏れなく記載している。
	

	申請者（開設者）の定款の写し及びその登記簿の謄本の原本又は条例等

	
	□　登記簿謄本は発行日から３ヶ月以内の原本である。

□　法人登記簿謄本の目的欄に申請するサービスが位置付けられている。
	

	建築基準法第6条第1項の確認を受けたことを証明する書類

	
	□　確認済証の写しを添付している。

	※確認済証が出ない建物の場合は、関係法令確認書をご使用ください。

	重要事項説明書

	
	□　添付している。
	

	管理（運営）規程（料金表含む）

	
	（施設の目的及び運営の方針）

□記載している。

（入居者の定員及び居室数）

　　□記載している。

（組織の体制及び職員の配置状況）

　　□記載している。

（居室や共用設備等の利用に当たっての留意事項）

□記載している。
（管理費、食費、介護費用等の利用料の詳細）

　　□記載している。

（サービスの内容及びその費用負担等の利用料の詳細）

　　□記載している。
（業務の全部又は一部を委託する場合の委託内容）

※施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務を除く

　　□記載している。

（介護を行う場合の基準）

　　□記載している。

（医療を要する場合の対応）

　　□記載している。

（緊急やむを得ず身体拘束を行う場合の手続き）

　　□記載している。

（やむなく入居者の金銭等の管理を行う場合の具体的な管理方法、入居者又は身元引受人等への定期的報告等）

　　□記載している。
（入居者及びその家族等からの苦情に対する対応）

　　□記載している。

（緊急時、非常災害時の対応）

　　□記載している。

（運営懇談会の設置、運営）

　　□記載している。
（その他施設の運営に関する重要事項）

□記載している。
	※川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針を確認し、作成している。

	入居契約書

	
	· 提携施設がある場合、契約書に記載している。
· 入居金の保全措置を採っている。

· 90日以内の特例解除条項がある。

· 損害賠償責任保険に加入している旨の規定がある。

· 入居者の個人情報など秘密保持についての規定がある。

· 居室変更について規定がある。

· 協力医療機関との連携や健康管理に関することについて規定がある。
	

	現況写真

	
	□　写真は、A４の紙に貼るなどしてまとめ、どの写真かを横に明記している。（「事務室」など）（※カラープリンターによる印刷も可）

□　写真のサイズはＡ４の紙に４枚程度入る大きさにしている。

＜以下の写真を添付している＞

□建物の外観（全景）

□建物の出入り口部分

□事務室（机・椅子等必要な備品を写したもの）

□居室、居間、食堂（テーブル・椅子・ベッド等必要な備品を配置し、部屋全体の様子がわかるように多方向から写したもの）

□キッチン、トイレ、浴室

□消火器等の消火設備

□ナースコール等の通報装置
	

	建物登記簿謄本

	
	□　建物登記簿謄本は発行日から3ヶ月以内の原本である。
	

	返信用封筒

	
	□　110円切手を貼って返信先の郵便番号、住所、事業所名を記載している。
	


◆申請前には、法令・指針等を必ず御確認ください。（インターネット等で検索できます）


○老人福祉法


○川崎市有料老人ホーム設置運営指導要綱


○川崎市有料老人ホーム設置運営指導指針
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